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①

②

【加入口数】 （年間）

万円以上

【申込者】

氏名

郵便（〒）

TEL FAX

メールアドレス

会員NO PW

・その他、上記に準ずる者

自らまたは第三者を利用して次に該当する行為を行わないことを確約する。

・暴力的な要求行為・法的な責任を超えた不当要求行為

・取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

・風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて貴法人の信用を毀損し、または貴法人の業務を妨害する行為

賛助会員加入申込書（個人会員用）

口

観光局使用欄

住所

印

このたび、公益財団法人 大阪観光局の賛助会員に加入申込みをいたします。
また、申込みにあたり、賛助会員規程および以下の項目に同意いたします。

１．会員が次のいずれかに該当し、若しくはいずれかに該当する行為をし、または①に基づく確約に関して、

　 虚偽の申告をしたことが判明した場合には、会員資格が喪失しても異議を唱えない。

　 また、これにより損害が生じた場合は、一切の責任を負う。

本件取引に際し、現在次のいずれにも該当しないこと、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

・暴力団・暴力団員・暴力団関係企業・総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団等

※個人会員の方は大阪観光案内 OSAKA-INFOサイト等でのPRはできません、ご了承ください。

 — — — — — — — — — — — — — — — — —　申込内容　 — — — — — — — — — — — — — — — 

・その他に上記に準ずる行為

２．会員は前項の該当性を判断するために調査が必要な場合、その調査に協力し、これに必要な資料を提出する。


